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子育て講座「消しゴムはんこ」

はんこ作りで楽しい時間を

猿払村少年の主張大会

日頃の思いを主張

道新カップ北海道小学生バレーボール道北ブロック大会

葛西くん道北大会優勝、全道大会へ

猿払村文化祭作品展

たくさんの作品が集結

多面的機能支払交付金事業

河川の環境維持に向けて

道新カップ北海道小学生バレーボール道北ブロック大会

猿払レインボー道北大会で善戦

第６回宗谷管内剣道団体優勝・錬成大会

初の個人戦優勝

㈱北海道ロードメンテナンスへ感謝状贈呈

感謝を込めて

　11月７日、鬼志別保育所子育て支援センター

による子育て講座「消しゴムはんこ」が開催さ

れ、９名の方が参加しました。知来別在住の東 

千恵子さんを講師に招き、自分で動物やマーク

などから作りたいものを選び、消しゴムはんこ

用の消しゴムにデザインカッターで作業をしま

した。細かい部分を削るのに苦労しているよう

でしたが、完成したはんこの出来上がりに「上

手くできて嬉しい、楽しかった。」などの感想

が聞こえてきました。

　浜鬼志別小学校４年生の葛西 海夏人くんが

所属するバレーボール少年団・稚内スワローズ

男子チームが、９月８日に稚内市で開催された

道北大会予選会で優勝し、11月２日、３日に深

川市で開催された「第39回道新カップ北海道小

学生バレーボール道北ブロック大会」に出場し、

見事優勝に輝きました。葛西くんは、令和２年

１月11日から13日にかけて江別市で開催される

「第36北海道小学生バレーボール選抜優勝大会」

へ出場します。葛西くん、道北の代表として頑

張ってください！

　11月９日、猿払村交流センターにて猿払村少

年の主張大会が開催され、村内小学校より５、

６年生９名の小学生が日常生活を通じて感じた

ことや思ったことを主張しました。審査の結果、

「寛容な心をもつために」をテーマに主張発表

した浅茅野小学校５年山本 現くんが最優秀賞

を受賞しました。山本くんは、学校生活やお母

さんとの出来事を通じて感じた寛容の心を持つ

大切さや、寛容な心を持つために自分の気持ち

を落ち着け、相手の話を聞き、相手の気持ちを

考えることが大切ということを主張しました。

　11月９日、10日、生活改善センターで小中学

生・文化団体等の作品展示が行われました。保

育所の子たちによるお弁当やきのこなどの工

作、小中学生による書道・絵画、「さるふつの

凧の会」による凧や「パッチワークサークルも

りのくまさん」による着物の生地で作った服な

ど、様々な団体や個人により、この２日間に向

けて作った数多くの作品が展示され、多くの方

が来場されました。

　10月16日、芦野豊里８号排水路沿いで「多面

的機能支払交付金事業」の取組みとして植樹活

動が行われました。この事業は、河川への土壌

流出の防止や環境整備を目的に毎年行われてお

り、今年は地域農業者や東宗谷農協職員、漁協

職員、村役場職員、稚内開発建設部職員、宗谷

地域農業振興協力会「天北会」を始めとする関

係団体より約58名が集まり、400本のアカエゾマ

ツを植樹しました。

　10月13日、稚内市で第６回宗谷管内剣道団体

優勝・錬成大会が行われました。宗谷管内の一

般剣士が一堂に集まり、剣道を通じて交流を図

ることを目的として開催され、今年で６回目と

なります。この大会で、知来別在住の水野優美

さんがリーグ戦による接戦を勝ち抜き、個人戦

女子の部で見事優勝を飾りました。個人戦で猿

払村から優勝者がでるのは初めてです。また、

団体戦は３人制で行われ、猿払チーム（水野、

髙橋、濱田）は、団体戦でも優勝を決めました。

　バレーボール少年団「猿払レインボー」は、

９月８日に稚内市で開催された道北大会予選会

に混合の部で出場し、見事準優勝に輝き、11月

２日、３日に深川市で開催された「第39回道新

カップ北海道小学生バレーボール道北ブロック

大会」に出場しました。結果は、第１セットを

失い、第２セットでは選手たち自身で失点の分

析と気持ちの切り替えでリセットし、ラリーを

繋いで粘り勝ち、最終セットに繋げましたが、

惜しくも第３セットで敗れ、初戦敗退となりま

した。

　10月24日、株式会社北海道ロードメンテナン

ス様に感謝状を贈呈しました。この感謝状は、

鬼志別保育所横の公園の水路の清掃を行ってい

ただきましたことに感謝の意を表して贈呈しま

した。
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浜鬼志別移動広場

楽しい思い出できました

土曜学習塾

大学生に勉強を教わり苦手克服へ

猿払村文化祭芸能発表祭

日頃の頑張りを発揮した１日

合葬堂内覧会

合葬堂が完成

　11月11日、子育て支援センターによる年内最

後の浜鬼移動広場が浜鬼志別保育所で行われ、

６組の親子が参加しました。最初に手遊びをし、

読み聞かせをしたあと、どんぐりの飾り作りを

しました。友達と仲良く遊ぶ姿やお母さんと楽

しく落ち葉を貼る姿が見られました。その後、

皆でパンやかぼちゃのシチュー、みかんを食べ

ました。子どもたちは大好きなパンに大喜びで、

美味しそうに食べているのが印象的でした。

　11月９日、猿払村交流センターで芸能発表祭

が行われました。各小学校によるソーランや合

唱、大正琴　藤田 治子さんによる演奏、葉笙

会による詩吟、拓心中学校文化部や全校生徒に

よる合唱の披露がありました。演舞が終わると、

発表者の頑張りにたくさんの拍手がありまし

た。

　10月から11月にかけて、農村環境改善セン

ターで、教育委員会主催による「土曜学習塾」

が計４回開催され、村内の小学生が参加しまし

た。「土曜学習塾」は、小学５・６年生が対象で、

稚内北星学園大学の学生が先生となり、交流し

ながら楽しく勉強に取組むことが目的におこな

いました。算数を中心に勉強し、わからない所

は大学生にホワイトボードを使ってわかりやす

く教わるなど、楽しく勉強する姿が見られまし

た。

　11月17日、鬼志別北町新鬼志別墓地敷地内に

新設された合葬堂の内覧会が行われ、21名の方

が見学しました。見学した方からは、「このよ

うな施設が出来て安心した」など、様々な声が

聞こえてきました。

とごきでのらむ
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猿払村人事行政の透明性を高め、 その公平性の一層の確

保を図るため、 本村における職員の任用や給与、 勤務条件

などを幅広く村民の皆様に公表します。 休暇の状況等、 猿

払村公式ホームページで詳細な情報を掲載しています。

■総務課総務係　　☎２ ‐ ３１３１

　定員の管理につきましては、 厳しい行財政運営の中、 退

職者の補充を最小限に止め職員数の削減を行っています。

　今後も職員数の調整を図り、 住民サービスの低下になら

ないよう定員管理適正化計画等に基づいた組織機構の見直

しや事務改善を行い少数精鋭主義に徹した行政運営を図っ

ていきます。

　職員に支給される給与 （給料と諸手当） は、 国や他の自

治体職員の給料を考慮して、 村議会の議決を経て条例等で

定められています。

項目 職種区分 平成30年度中 平成29年度中

試験による

採用者数

一般行政職 4 人 3 人

看護 ・ 保健職 1 人 3 人

その他 6 人 12 人

選考による

採用者数

一般行政職 0 人 0 人

看護 ・ 保健職 0 人 0 人

その他 0 人 0 人

計 11 人 18 人

◆職員の任用状況

区分
20歳
未満

20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳

～ ～ ～ ～ ～ ～

23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳

職員数 2 人 21人 18人 6人 7 人 13人 9 人

区分

44歳 48歳 52歳 56歳
60歳
以上

合　計～ ～ ～ ～

47歳 51歳 55歳 59歳

職員数 13 人 11人 12人 9人 2 人 123 人

⑵年齢別職員構成の状況 （平成 30 年４月１日）

区分 平成 30 年度

住民基本台帳人口 （年度末） 2,720 人

歳出額 A 4,598,445 千円

実質収支 53,369 千円

人件費 B 614,408 千円

人件費率 （B ／ A） 13.4%

（参考） 29 年度人件費率 10.5%

◆人件費の状況 （一般会計決算）

区分 平成 31 年度

職員数 A 82 人

給与費

給料 275,644 千円

職員手当 48,850 千円

期末 ・ 勤勉手当 108,988 千円

計 B 433,482 千円

一人当たり給与費 B ／ A 5,286 千円

◆職員給与費の状況 （一般会計当初予算）

区分 平成 31 年度

一般行政職

平均年齢 38.1 歳

平均給料月額 283,532 円

平均給与月額 320,231 円

◆職員の平均給料月額及び平均年齢状況

　（平成 31 年４月１日現在）

区分 猿払村 国

一般行政職
大学卒 180,700円 180,700円

高校卒 148,600円 148,600円

◆職員の初任給の状況　（平成 30 年４月１日以降）

項目 平成 30 年度中 平成 29 年度中

定年 ・ 勧奨退職者数 0 人 2 人

普通退職者数 4 人 17 人

死亡退職者数 0 人 0 人

計 4 人 19 人

◆職員の退職者数

区分

部門

職員数 対前年
増減数

主な増減
理由平成30年度 平成29年度

一
般
行
政
部
門

議　会 3 人 3 人 0 人

総　務 16 人 17 人 -1 人 退職による減

税　務 3 人 3 人 0 人

民　生 23 人 22 人 1 人 配置替えによる増

衛　生 7 人 9 人 -2 人 配置替えによる減

農林水産 8 人 8 人 0 人

商　工 2 人 2 人 0 人

土　木 5 人 5 人 0 人

小　計 67 人 69 人 -2 人

特別
行政 教　育 8 人 9 人 -1 人 配置替えによる減

公
営
事
業
等

病　院 23 人 27 人 -4 人 退職による減

水　道 2 人 2 人 0 人

下水道 1 人 1 人 0 人

その他 22 人 15 人 7 人 新規採用による増

小　計 48 人 45 人 3 人

合計 123 人 123 人 0 人

◆定員管理の状況 （各年度４月１日現在）

⑴部門別職員数の状況と主な増減理由　※一般職のみ

猿払村人事行政の

運営等の状況について
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区分
一般行政職

大学卒 高校卒

１年未満 該当者なし 148,600 円

１年以上２年未満 170,700 円 該当者なし

２年以上３年未満 該当者なし 該当者なし

３年以上５年未満 203,000 円 168,700 円

５年以上７年未満 該当者なし 該当者なし

７年以上 10 年未満 225,000 円 199,600 円

10 年以上 15 年未満 262,300 円 該当者なし

15 年以上 20 年未満 該当者なし 269,000 円

20 年以上 25 年未満 327,500 円 314,800 円

25 年以上 30 年未満 388,300 円 377,400 円

30 年以上 35 年未満 384,900 円 374,500 円

35 年以上 該当者なし 400,900 円

◆職員の経験年数別 ・ 学歴別平均給料額の状況

　（平成 31 年４月１日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１級 1　定型的な業務を行う職務 16 人 25.8%

２級
1　高度の知識又は経験を必要と
　　する業務を行う職務

6 人 9.7%

３級
1　主査の職務 
2　係長の職務

8 人 12.9%

４級
1　困難な業務を分掌する主査の職務 
2　困難な業務を分掌する係長の職務

12 人 19.4%

５級
1　課長補佐及び課長補佐相当等
　　の職務

9 人 14.5%

６級 1　課長及び課長相当等の職務 11 人 17.7%

◆一般行政職級別職員数の状況

　（平成 31 年４月１日現在）

期　　別 期末手当 勤勉手当 ３０年度支給実績 

（一般会計決算）６月期 1.225 月 0.90 月

12 月期 1.375 月 0.95 月
99,987 千円

計 2.60 月 1.85 月

◆主な職員手当の状況 （平成 30 年度）

⑴期末 ・ 勤勉手当　※特別職及び臨時職員等は除く

勤続年数 自己都合 勧奨 ・ 定年

20 年 19.6695 月分 24.586875 月分

25 年 28.0395 月分 33.27075 月分

35 年 39.7575 月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

⑵退職手当

時間外勤務の支給
割合 （平常勤務日）

午後10時～午前5時 左記以外

150/100 125/100

1 時間当たりの
支給額の算出方法

俸給月額× 12 ×支給割合

（1週間の勤務時間×52）－（年間休日数×1日の勤務時間）

30 年度支給実績 
（一般会計決算）

17,352 千円

⑷時間外勤務手当

区 分 配偶者 子 父母等
特定期間

加算

支給月額 6,500円 10,000円 6,500円 5,000円

30 年度支給実績 
（一般会計決算）

6,048 千円

⑸扶養手当

30 年度支給実績 
（一般会計決算）

4,803 千円

区分 借家 ・ 間借り

支給月額
村有公宅貸付規程により算出された額との
差額 27,000 円以内

⑹住居手当

30 年度支給実績 
（一般会計決算）

597 千円

区分 交通機関利用 交通用具利用

支給月額 55,000 円以内
通勤距離に応じて 
4,200 円～ 31,600 円
以内

⑺通勤手当

30 年度支給実績 
（一般会計決算）

8,493 千円

区分 課長等 課長補佐等

支給月額 給与月額の１２％ 給与月額の７％

⑻管理職手当

30 年度支給実績 
（一般会計決算）

6,839 千円

区 分 扶養親族あり 扶養親族なし その他

支給月額 26,380 円 14,580 円 10,340 円

⑼寒冷地手当

区分
給料 ・ 報酬

月額

期末手当 
（平成 30 年度

支給割合）

退職手当 
（平成 30 年
度算定方式）

村長 700,000 円
６月期
　2.125 月分
12 月期
　2.325 月分

計　4.45 月分

給与月額
× 5.126 月
×在職年数

副村長 590,000 円
給与月額
× 3.234 月
×在職年数

教育長 555,000 円
給与月額
× 2.838 月
×在職年数

議長 245,000 円 ６月期 2.125 月分
１２月期 2.325 月分

計　4.45 月分

　
副議長 205,000 円

委員長 195,000 円

議員 185,000 円

◆特別職の報酬等の状況

手当の名称 支給単価 主な支給対象

感染症防疫救治作業手当 日額 1,000 円
感染症患者の
救護等

放射線作業手当 日額 230 円 放射線作業

医務手当 月額 100 万円以下
医療事務に
従事する医師

夜間看護業務手当 １ 回 6,800 円
看護師
准看護師

⑶特殊勤務手当

◆休暇の取得状況 （一般行政職）

⑴年次有給休暇

◆分限処分、 懲戒処分の状況

⑴分限処分

⑵懲戒処分

⑵育児休業

⑶介護休暇

⑷病気休暇　※前年度から取得している職員を含む

　定員の管理につきましては、 厳しい行財政運営の中、 退

職者の補充を最小限に止め職員数の削減を行っています。

　今後も職員数の調整を図り、 住民サービスの低下になら

ないよう定員管理適正化計画等に基づいた組織機構の見直

しや事務改善を行い少数精鋭主義に徹した行政運営を図っ

ていきます。

　分限処分は、 公務の能率の維持とその適正な運営の確保

の目的から、 一定の法定事由がある場合に、 降任、 免職又

は休職とする処分があります。

　懲戒処分は、 職員に法令違反、 職務上の義務違反又は職

員としてふさわしくない非行があった場合に、 戒告、 減給、

停職又は免職等とする処分があります。

　育児休業等に関する制度は、 地方公務員の部分休業等に

関する法律に基づき、 職員の育児休業等に関する条例等に

より定められています。

　育児休業等に関する制度には、 ３歳に満たない子を養育

するため休業することができる育児休業制度と、 小学生の

始期に達するまでの子を養育するため、 勤務時間の一部に

ついて勤務しないことができる部分休業制度があります。

　職員が配偶者、 父母、 子、 配偶者の父母などの負傷、 疾

病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者の介護

をするため、 勤務しないことが相当と認められる場合に連

続する６ヶ月の期間内で認められています。 （無給）

　負傷や疾病の療養に必要と認められる場合に 90 日の期

間内で認められています。 ( 結核性疾患、 高血圧症、 脳血

管疾患、臓器疾患、悪性新生物による疾病、精神病、糖尿病、

膠原病のうち村長が医師の意見をきいて、 特に必要と認め

たものにあっては 1 年 )　また、 公務上の負傷又は疾病の

場合は、 その療養に必要と認める期間認められています。

平成 30 年職員１人当たり平均取得日数 9.4 日

平成 30 年度に分限処分を受けた職員 該当者なし

平成 30 年度に懲戒処分を受けた職員 該当者なし

平成 30 年度取得者数 ２人

平成 30 年度取得者数 取得者なし

平成 30 年度取得者数 ６人

◆職員の服務の状況

⑴職務専念義務の状況

⑴受診状況 （平成 30 年度）

※人間ドックのみ病院 ・ 消防職員を含む

⑵公務災害補償の状況 （平成 30 年度）

⑵営利企業等の従事制限の状況

◆職員の健康診断

　職員は、 法律又は条例に特別の定めがあって例外が認め

られる場合のほかは、 その勤務時間中、 職務上の注意力の

すべてを自己の職責遂行のために用い、 自己が勤務する地

方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなけ

ればなりません。

　職務専念義務の例外として、 研修を受ける場合、 厚生に

関する計画の実施に参加する場合などは、 職務専念義務が

免除されます。

　公務上 ・ 通勤途上の災害に被災した職員に対し、 地方公

務員災害補償法に基づき、 療養補償、 休業補償、 障害補

償等の各種補償を行っています。

　職員は、 公共の利益のために勤務し、 全力を挙げて職務

に専念しなければならないことから、 勤務時間の内外を問

わず、 原則として営利企業等を営むことができません。

　ただし、 例外的に任命権者が、 許可の基準 （職務の遂行

に支障がないこと、 その職員の職との間に利害関係又はそ

の発生のおそれがないこと、 法の精神に反しないこと） と

照らして差し支えないと認めて許可を与えた場合に限り認

められることがあります。

　労働安全衛生法等に基づき、 職員の疾病予防、 健康障害

の早期発見を図るため、 定期健康診断及びその他の健康診

断を実施しています。

免除の事由 件数

総合健診 （人間ドック） 受診 48 件

その他 ９件

平成 30 年度認定件数 １件

平成 30 年度に営利企業等従事の許可 16 人

実施事業 内容 受診者数

定期健康診断
総合健診対象者以外の職員
を対象に実施

60 人

総合健診
（人間ドック）

40 歳以上 （30 ～ 39 歳は
隔年） の職員を対象に実施）

56 人
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